
豊島区　被措置児童等虐待対応の流れ

通知

■子育て支援課 ■調査員

※虐待以外の場合も、受理機関が受けた被措置児童に係る相談等の内容は漏れなく子育て支援課に報告する。

段階

意見

■豊島区児童相談所（措置元）

※権利擁護調査員（弁護
士）、意見表明支援員等

報告

【豊島区の通告・届出受理機関】 児童相談所、子ども家庭支援センター、アシスとしま、

児童福祉審議会権利擁護部会（事務局：子育て支援課）
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年度報告
「被措置児童等虐待事案の公表について」
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決定（虐待有無、指導要否等）
児福審の意見を反映し区としての報

告書作成

検証会議
（調査結果報告、虐待判断、対応方針等検証結果のオーソライズ）

議長：副区長

受理会議
（事実確認・調査方針等の検討）

議長：子育て支援課長

事実確認・調査
（訪問調査、職員・児童からの聴取等）

【事案の内容・程度により】

公表、住民・マスコミ対応

（当該児童のプライバシーに

最大限配慮）
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【決定後の対応】

●子育て支援課、施設所管

課は、施設・里親等に対し報

告徴取、立入調査、改善勧

告等の権限行使

●児童相談所と子育て支援

課は、施設・里親等運営改

善の取組の継続的支援

●児童相談所は子どもの措

置解除の後の元委託里親の

ケアと児童の治療的ケアを

継続

被措置児童等の安全

確保（一時保護等）

被措置児童等への心

理的ケア等の治療指

導の開始

被措置児童等虐待のあった保護者への連絡方

法・時期について協議（当該施設も含め協議）

●事案によっては児

童福祉審議会部会委

員による直接ヒアリ

ングが実施され、そ

の結果が検証報告書

に反映される場合も

ある。

●事案によっては東

京都児童福祉審議会

での検証案件や、国

による被措置児童等

虐待事例分析報告の

対象となる場合もあ

連

携

事案によっては、「児童虐待死亡事例等検証部会」での検証対象となる

虐待を受けた児童本人
（措置時点で保護者の住所が豊島区）

虐待を受けたと思われる

被措置児童等を発見した者
※子どもの権利擁護センターを含む

施設からの

事故報告

資料３


